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第１ 趣旨 

  春日市教育委員会事務事業点検評価（以下「点検評価」という。）は、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 27 条の規定に基づき、教育委

員会が、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行

うことが義務付けられたことに伴い実施するものです。 

  点検評価は、その報告書を議会に提出するとともに、公表することにより、効果的な

教育行政の推進を図り、市民の教育行政に対する理解を深めることを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 点検評価の対象及び方法 

 １ 対象 

   今回の点検評価は、平成 20 年度の事務事業のうち主要なもの（「平成 20 年度 

EDUCATION KASUGA」に記載）を対象としました。 

 

２ 方法 

   「平成 20 年度 EDUCATION KASUGA」の体系区分を基に、施策ごとに事務事業の点

検及び評価を実施し、その結果から今後の方向性を定めました。 

【参考】 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育

長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務

局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及

び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、

公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。 
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第３ 点検評価 
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施策の柱 学校運営・改革への支援 

施策名 開かれた学校づくり 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 学校評価制度の導

入 

学校教育課 市内の小中学校

の学校運営に関

して 

学校の自己評価及び関係者評価を

実施し、学校運営や体制等の改善に

資する。 

(2) 学校評議員制の改 

善 

学校教育課 コミュニティ・ス

クール制度未導

入校 

開かれた学校づくりを進めるため、

学校の運営に関し意見を求める。

（コミュニティ・スクールへの移行

までの事業） 

(3) コミュニティ・ス

クールの拡充 

学校教育課 市内の小中学校 コミュニティ・スクールを推進し、

関係者の連携強化を図る。 

導入校を拡大する。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 学校評価制度の導

入 

○18 年度 

自己評価を試行した。 

○19 年度 

自己評価方法を校長会等で説明

した。 

 各学校の運営協議会で関係者評

価の説明を行った。 

○21 年度 

 第三者評価を実施する。 

 各種評価の様式等の標準化につ

いて、検討を進める。 

○22 年度以降 

 評価の分析を学校運営に反映さ

せる。 

(2) 学校評議員制の改 

善 

○コミュニティ・スクール制度へ

の移行のため、縮小傾向にある。

○19 年度 

 小学校６校、中学校４校が実施

○21 年度 

 学期ごとに開催し、意見を聴取

する。 

○22 年度 

 対象校がなくなり次第終結す

る。 

(3) コミュニティ・ス

クールの拡充 

（年度末時点での導入数） 

○18 年度 

 小学校５校、中学校２校 

○19 年度 

 小学校７校、中学校２校 

○21 年度 

 中学校全校で導入 
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３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 学校評価制度の導 

入 

○小中学校全 18 校が自己評価及び関係者評価を実施 

（前期評価及び後期評価を行った。） 

(2) 学校評議員制の改

善 

○校長から学校経営方針及び重点目標について、学校評議員に意見を

求めた。 

(3) コミュニティ・ス

クールの拡充 

○コミュニティ・スクールは学校評議員制からの移行を受けて、順次

増加している。 

 20 年度 小学校 12 校、中学校２校 

４ 成果と評価 

○開かれた学校づくりについては、コミュニティ・スクール制度の各小中学校への展開により、

広がりを見せている。 

○コミュニティ・スクール制度導入に伴い、学校と保護者及び地域との交流（合同での運動会、

遠足、地域行事等への連携や積極的参加など）が進み、学校及び地域への帰属意識や当事者

意識の高まりがみられ、各活動の活性化をもたらしている。 

○コミュニティ・スクール制度導入への校長評価（満足度）の結果は、「満足」と「やや満足」

を合わせ 82.7％であり、評価は高い。 

○学校評価については、学校自己評価及び関係者評価を行い、評価による事業（運営方針）の

振り返りや学校情報の公開に資することができた。第三者評価については、校長会で考え方

を示すことにより、実施に向けた取組の準備を進めることができた。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○コミュニティ・スクールについては、委員構成の検討や各学校での取組実態の把握と検証を

行い、進んだ取組の共有化を図るとともに、全学校において活性化に向けた取組を進めるこ

とが必要である。また、小中学校間の連携について現状を検証し強化策を図っていく。 

○学校評価及び関係者評価については、評価自体の質の向上を図るとともに公表の方法や仕組

みを明確にする必要がある。また、評価の手法、技術等を共有化していく必要がある。 

○第三者評価については、21 年度はモデル校で実施するが、評価結果に伴い、全市的展開での

課題を抽出する必要がある。 
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施策の柱 学校運営・改革への支援 

施策名 教育委員会の学校支援 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 教育長出前トーク 学校教育課 全教職員 教育委員会と学校との課題の共有

化を図り、連携を強化する。 

(2) 県教育委員会の学

校訪問 

学校教育課 全小中学校の教

育体制 

県教育委員会の指導により学校経

営及び運営を改善する。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 教育長出前トーク ○18 年度 

 出前トーク開始 

 以後、毎年度実施（全校） 

○毎年度計画し、実施する。 

 トークの内容については、後日

冊子化している。 

(2) 県教育委員会の学

校訪問 

○毎年度実施 ○毎年度実施 

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 教育長出前トーク ○教育長の今日的課題や本市が抱える重要施策について講話を行って

いる。20 年度は全国学力調査から見える課題についての講話を行っ

た。 

○参加者である教育委員会委員、教育長、事務局職員、学校教職員及

び場合によっては学校運営協議会委員が直接意見を交換することに

より、信頼関係が年々深まってきている。各学校から 10 項目程度の

質問が出されている。 

 

(2) 県教育委員会の学

校訪問 

○学校の課題を明確にし、それに対する指導助言を県教育委員会から

受けることで、学校経営及び運営の改善が一層図られた。 

 実際には、学校経営の在り方や校務分掌の構造化についての指導等

があり、改善策をとるようになった。 
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施策の柱 きめ細かでゆとりある教育環境の創造 

施策名 ゆとりある教育環境の創造・施設整備 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) ゆとりある教育環

境の創造 

学校教育課 教職員 校内業務、手続等を見直し、子ども

と向かい合う時間を確保する。 

(2) 学校事務共同化の

推進 

学校教育課 学校事務職員 各学校の学校事務職員が共同して

事務にあたることで、学校事務の効

率化を図り、教育支援を行う体制を

強化する。 

(3) エコスクールプラ

ンの推進 

学校教育課 市内の小中学校 エネルギー排出量の削減効果を高

める。 

(4) 教育環境の整備 教務課 市内小中学校に

通う児童生徒 

学校施設を改善し、安全、安心な教

育環境の整備を図る。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) ゆとりある教育環

境の創造 

○19 年度 

 春日小及び春日中をモデル校

に設定し実施 

○全校展開を行っていく。 

(2) 学校事務共同化の

推進 

○18 年度 

 共同実施に行政職員が参画し、

 課題等の洗い出しを実施 

○19 年度 

 共同実施主任に市費財務決裁

権限を付与 

○21 年度以降 

 学校事務共同実施の中心となる

学校事務支援室の運用 

(3) エコスクールプラ

ンの推進 

○19 年度 

 エコスクールプランを策定 

○21 年度以降 

引き続き実施予定 

(4) 教育環境の整備 ○19 年度 

 ①春日原小学校屋内運動場及び

プール改築工事完成 

 ②春日中学校屋内運動場耐力度

調査及び改築基本設計完了 

○21 年度 

 春日原小学校増築校舎空調設

備設置、春日市教育支援センタ

ー移築、春日中学校屋内運動場

改築工事及び春日北小学校屋

内運動場改築設計を実施 

 

○22 年度 

 春日北小学校屋内運動場改築

工事実施予定 
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３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) ゆとりある教育環

境の創造 

○新たに春日東小及び春日東中をモデル校に設定 

○教職員にアンケートを実施し、集計を行った。（20年９月） 

○研修の改善について、効果が見られた学校は小学校８校及び中学校

６校 

○文書事務の簡素化について、効果が見られた学校は小学校７校及び

中学校４校 

(2) 学校事務共同化の

推進 

○実施上の課題について共同実施主任者会議で検討を重ねるととも

に、学校事務業務については共同実施主任者会議の場で方向づける

スタイルを定着させ、市教育委員会事務局と学校事務職員との一体

性を深めた。 

(3) エコスクールプラ

ンの推進 

○エコスタイルの実施など重点化項目について、取組を行った。 

○古紙回収において、763 千円の歳入があった。 

(4) 教育環境の整備 ○春日原小学校校舎増築工事（鉄筋コンクリート造３階建て、延べ床

面積 996.15 ㎡、普通教室５、図書室１、便所、児童昇降口）保有教

室数 18 室⇒21 室 

○春日中学校屋内運動場改築設計業務（鉄筋コンクリート造、述べ床

面積 1,776 ㎡） 

○春日北小学校屋内運動場耐力度調査（調査結果 耐力度 4,070 点）

４ 成果と評価 

○ゆとりある教育環境について、各学校の創意工夫により、会議や出張の回数を減らしたり、

不必要な文書の添付を省略したりする等、多くの場面で実践を行うことで、子どもに向かい

合う時間の確保に努めることができた。 

○学校事務共同化については、事務職員の取組への認識が年々高まっており、各学校共通事務

の一本化及び分業化を図ることで、事務の効率化や事務職員の質の向上に寄与している。 

○エコスクールプランについて、学校では、用紙の再利用及び紙資源の有効活用並びに水道光

熱の節制に努めており、認識の高まりも見せている。 

○教育環境の整備については、春日原小学校校舎増築工事の完成により、普通教室の不足及び

プレハブ校舎の解消が実現できたため、前年度完成した屋内運動場、プール整備を含め、春

日原小学校の教育環境の改善が図られた。また、春日中学校屋内運動場の改築設計図書が完

成したことにより、21 年度に予定している改築工事の準備ができた。春日北小学校屋内運動

場の構造耐力を調査したことにより、危険建物として改築国庫補助資格を有することが判明

したため、次年度以降の整備計画を立てることができた。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○教職員の基本的認識によるところが大きいが、『ゆとり』を感じるためには、多忙感の解消と

充実感の感受が必要であり、制度化が可能な分野については、積極的に教育環境の整備に取

り組む必要がある。 

○安全、安心な教育環境の整備に向けて、耐震工事計画に基づき 26 年度までに全ての学校施設

の耐震化を図る計画だが、事業実施に当たっては多大な費用を要することから、早期に耐震

診断を行い、耐震化事業の規模を把握して、計画の見直しをする必要がある。 
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施策の柱 児童生徒の生きる力をはぐくむ環境づくり 

施策名 チャレンジ精神をはぐくむ活動の推進 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 学力向上プランの

推進 

学校教育課 市内小中学校の

児童生徒 

各学校が作成した学力向上プラン

を通し、児童生徒の生きる力の向上

を図る。 

(2) 地域行事等への参

加 

学校教育課 市内小中学校の

児童生徒と地域 

児童生徒の地域の一員としての自

覚の向上と市民意識の醸成を図る。

(3) 各種コンクール・

大会等への参加・応

募 

学校教育課 市内小中学校の

児童生徒 

児童生徒のチャレンジ精神の向上

を図る。 

(4) 教育研究所作成チ

ャレンジ問題等の活

用 

学校教育課 市内小中学校の

児童生徒 

児童生徒の基礎学力の定着を図る。

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 学力向上プランの

推進 

○各学校ごとに学力向上プラン

を作成 

○19 年度 

 全国学力状況調査の結果を分

析 

○21 年度以降 

 各種学力調査の結果の分析 

 学校・家庭・地域との連携した

学力向上の分析 

(2) 地域行事等への参

加 

○コミュニティ・スクールを通

し、子どもたちによる地域行事

への積極的参加があった。 

○コミュニティ・スクール制度の

拡充に伴い、地域連携への深ま

りに取り組む。 

(3) 各種コンクール・

大会等への参加・応

募 

○19 年度 

 小中学校各種競技会出場補助金

の支出、英語暗唱大会の後援 

○小中学校各種競技会出場補助金

の支出、英語暗唱大会の共催 

(4) 教育研究所作成チ

ャレンジ問題等の活

用 

○18 年度 

 チャレンジ問題作成 

○19 年度 

 小中学校においてチャレンジ

問題実施 

○21 年度 

 チャレンジ問題の修正 

 ５学年及び６学年用思考力チ

ャレンジ問題作成 

○22 年度及び 23 年度 

 １学年～４学年用思考力チャ

レンジ問題作成 
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３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 学力向上プランの

推進 

○各学校において、学力向上プランの作成及び市教育委員会による指

導助言 

○市内小中学校の全国学力調査及び県学力実態調査の結果分析を校長

会に提示し、傾向や課題について協議した。 

(2) 地域行事等への参

加 

○コミュニティ・スクールの取組の一環として地域行事等への参加が

あり、各地域の夏祭り（バルっ子祭り、すぐっこ祭り等）や地域運

動会等への参加を募った。放課後の自由参加となるが、ほとんどの

児童の参加が見られた。また、生徒による出店も見られたが、中学

生の参加は少ない状況にある。 

(3) 各種コンクール・

大会等への参加・応

募 

○英語暗唱大会開催について、市報や学校への依頼文書、校長会等を

通し参加要請を行った。予選通過者は 16 人である。その他各種大会

（スポーツ、文化活動等）への参加についても、校長会や依頼文書

等により広く参加者を募った。 

(4) 教育研究所作成チ

ャレンジ問題等の活

用 

○９月～10月 

 全小中学校でチャレンジ問題基礎編・応用編（上）を実施した。 

○２月～３月 

 全小中学校でチャレンジ問題基礎編・応用編（下）を実施した。 

○達成感や次回への意欲を与えるため、児童生徒に認定証を交付した。

４ 成果と評価 

○各学校において特色をもった実効性のある学力向上プランの作成ができたことで、計画的に

学力向上のための取組を進めることができた。 

○地域への貢献とともに、地域への帰属意識を高めるために、地域行事への参加は効果的だと

感じられた。放課後に引き続き地域行事を組み入れることで、ほぼ全員の参加が見られた。 

○チャレンジ問題の取組により、教職員への基礎学力の意識化及び児童生徒の基礎学力の向上

が図られた。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○新学習指導要領に基づく活用力（思考力、判断力、表現力等）を育てるための具体的な方策

を検討する。 

○チャレンジ精神の育成のためには、仕組みをどのように整えるかが大切であり、児童生徒に

参加への抵抗感がなく、かつ、達成感や意欲が生まれるような企画の立案に取り組む必要が

ある。 

○地域行事等における中学生の参画を進める方策を検討する必要がある。 

○チャレンジ問題については、問題自体の内容の見直し（改定）を検討する必要がある。 
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施策の柱 児童生徒の生きる力をはぐくむ環境づくり 

施策名 豊かな人権感覚をはぐくむ活動の推進 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 基底カリキュラム

の活用 

学校教育課 全教職員 

小学校６学年 

中学校全生徒 

部落差別に対する科学的認識を育

て、人権意識の向上を図る。 

(2) 「かがやき」の活

用 

学校教育課 全教職員 

全児童生徒 

差別に対する人権感覚並びに差別

を許さない意志及び実践力の育成

を図る。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 基底カリキュラム

の活用 

○17 年度 

 社会科基底カリキュラム作成 

○18～19 年度 

 社会科基底カリキュラムの実

践及び検証 

○18～19 年度 

 社会科基底カリキュラムの見

直し 

○21 年度 

 社会科基底カリキュラムの実践

及び検証 

 社会科基底カリキュラムの見直

し 

○22 年度 

 社会科基底カリキュラムの冊子

印刷及び配布 

(2) 「かがやき」の活

用 

○19 年度 

 春日北中学校プログラムにお

いて実践交流会の実施 

○21 年度 

 春日東中学校ブロックにおいて

実践交流会の実施 

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 基底カリキュラム

の活用 

○21 年１月 22 日 

 春日中学校ブロック実践交流会において、社会科基底カリキュラム

の授業公開及び協議会の実施 

○社会科基底カリキュラム作成委員会による見直し 

(2) 「かがやき」の活

用 

○21 年１月 22 日 

 春日中学校ブロック（春日小、須玖小及び春日中）にて実践交流会

を開催した。 
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○全校において、年次計画に沿って、同和教育副読本「かがやき」を

活用した授業公開等を実施した。 

○各中学校ブロックをベースに、人権教育学習教材集「あおぞら」を

活用した授業公開及び協議会を実施した。 

４ 成果と評価 

○21 年度に向けて、誰でも活用できる社会科基底カリキュラムを作成し、各学校に配布するこ

とができた。教職員は、そのカリキュラムにより、子どもの人権意識を高めるための手順及

び方法を再確認し、また、新たに知識として獲得することができた。 

○各学校において、「副読本等」を活用した授業実践を通して、豊かな人権感覚を育むことがで

きた。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○年間の検証を通した見直しの結果は今後風化しないように、社会科基底カリキュラムの冊子

作成及び配布に向けた作業をすることが残されている。このことで一応の終結とする。その

後は、本冊子を基に実践をしていくこととなる。 
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施策の柱 児童生徒の生きる力をはぐくむ環境づくり 

施策名 児童生徒の心のサポートの推進 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) いじめをなくす活

動の強化 

学校教育課 全児童生徒 いじめは人の心に傷を与えること

を教えるとともに、ＰＴＡ等の協力

を得ながらいじめの根絶を図って

いく。 

(2) 不登校児童生徒へ

の対応 

学校教育課 全児童生徒 個々の不登校の原因を探り、増加す

る不登校の減少を図っていく。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) いじめをなくす活

動の強化 

○いじめ問題総合対策に沿った、

いじめ早期発見の取組、教育相

談体制の整備等 

○18 年度 

 伝えよう愛の運動展開 

○19 年度 

 伝えよう愛の講演会実施（市長

部局の人権男女共同参画担当

と共催） 

○取組が形骸化しないよう、継続

して、学校点検、学校体制の強

化と見直し及び意識の向上を図

る。 

(2) 不登校児童生徒へ

の対応 

○各学校におけるマンツーマン

方式による取組と、教育支援セ

ンターを中心とした教育支援

事業の展開 

○教育支援センターの機能と役割

を強化し、不登校解消に向けた

より積極的な取組を展開する。

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) いじめをなくす活

動の強化 

○20 年度のいじめの認知件数は、小学校４件、中学校１件であり、学

校における解消への取組の結果、小学校では２件が解消、残り２件

は継続的取組を続けており、中学校でも１件について継続的取組を

行っている。 

(2) 不登校児童生徒へ

の対応 

○20 年度の不登校児童生徒数は、小学校 38 人、中学校 173 人であり、

教育支援センター及び各学校の取組の結果、小学校では７人が、中

学校では 16 人が学校へ登校できるようになった。 
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４ 成果と評価 

○児童生徒への心のサポートのため、中学校にスクールカウンセラーを派遣し、必要に応じ小

学校にスーパーバイザーの派遣を行い、心のケアに貢献することができた。 

○不登校数の増加がみられるが、教育支援センター指導員によるチャレンジ登校をはじめとし

た種々の取組の中で、学校とのつながりに努めた。 

○スマイル・ルーム（校内適応教室）担当者の協議（指導員会議）を年５回、スクールカウン

セラー会議を年２回実施し、学校の情報提供や取組の共有化を図り、問題解決の困難性や糸

口について協議することができた。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○いじめ解消への取組の中で、継続した啓発活動や日ごろの人権教育が重要であり、教員個々

の力量によるところも大きいため、市長部局の人権男女共同参画担当を含めた関係機関との

連携のなかで、組織的な啓発や自主的な活動を支援していく必要がある。 

○教育支援センターが移転新設となるため、新たに効果的な取組や事業展開を図っていく。小

学校に対する不登校対策として、教育支援センター指導員が小学校巡回指導（登校アシスト）

を行う予定である。まずは、状況が厳しいと思われる学校を重点的に行い、併せて小中連携

の強化も図っていくこととしている。 

○スマイル・ルームの円滑な運営を図るため、専任者の配置を検討する。 

 



 - 19 - 

 

施策の柱 児童生徒の生きる力をはぐくむ環境づくり 

施策名 豊かな心をはぐくむ読書活動の推進 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 学校図書館機能の

充実 

学校教育課 市内の小中学校 学校図書館司書の配置強化、その活

用及び全校の学校図書館標準冊数

の達成を推進する。 

(2) 市民図書館・学校

図書館ネットワーク

の構築 

学校教育課 市内の小中学校 

市民図書館 

図書館ネットワーク及び資料共有

システムの構築に向けた検討を推

進し、読みたい本の検索又は本の収

受が容易になる。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 学校図書館機能の

充実 

○小学校図書館司書配置 

 17 年度 

  週５日４校、週３日７校 

 18～19 年度 

  週５日８校、週３日３校 

○中学校図書館司書配置 

 16 年度以降 

  週３日６校 

○21 年度 

 20 年度と同じ配置 

○22 年度 

 小学校全校週５日勤務実施を検

討していく。 

(2) 市民図書館・学校

図書館ネットワーク

の構築 

○17 年度 

 読書ボランティア活動を市民

図書館と連携して実施 

○19 年度 

 図書委員会等を通し連携の在

り方を協議 

○21 年度 

 読書活動推進計画策定に伴い、

ネットワーク構築の協議及び検

討の実施 

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 学校図書館機能の

充実 

○前年度は小学校図書館司書の配置が、週３日の学校と週５日の学校

があったが、平準化を図り、基本として週４日とした。 

○図書購入予算については、標準冊数の充足率を算出し、100％に満た

ない学校（19 年度小学校９校、中学校３校）については、予算の傾

斜配当を行うなど充足率向上に努めた。 
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○予算額は、小中学校を合わせて、19 年度は 13,576 千円、20 年度は

14,322 千円と、746 千円の増額となっている。 

(2) 市民図書館・学校

図書館ネットワーク

の構築 

○春日市読書活動推進計画の策定に向けて協議中であり、その中にお

いて図書館ネットワーク構築についても検討を重ねている。 

４ 成果と評価 

○小学校図書館司書は 19 年度までは週３日校と週５日校が混在していたが、20 年度は 19 年度

と同じ予算規模の中で、全校とも週４日を基本とし、月によっては週５日とした。このこと

から司書の平均的配置ができ、人的条件整備面での平準化を図ることができた。 

○蔵書標準冊数の平均達成率を見ると、19 年度では小学校 90.76％、中学校 93.95％であったが、

20 年度では小学校 95.59％、中学校 95.73％と伸びている。 

○市民図書館連携については、学校連絡便（配本サービス）を 20年９月から中学校にも拡大し、

生徒及び先生からのリクエストに対応することとした。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○子どもの読書率の向上や全く本を読まない子どもの減少を図るためには、図書室の環境（見

やすさや借りやすさ）の工夫や整備及び司書のレファレンス力の向上を行う必要がある。図

書委員会等での研修や協議を行い、読書率等の向上を図っていく。 
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施策の柱 児童生徒の生きる力をはぐくむ環境づくり 

施策名 心と体をはぐくむ食育・体づくりの推進 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 食育の推進 学校教育課

教務課 

市内小中学校の

児童生徒 

食の在り方や、食を通した健康教育

を推進していく。 

食に関する正しい知識や望ましい

食習慣を身につけさせる。 

(2) 体づくりの推進 学校教育課

 

市内小中学校 

 

新体力テストの全学年、全種目によ

る完全実施を目指す。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 食育の推進 ○国県や各団体からの食育啓発

チラシ等の配布（教務課と共

同） 

○各学校で給食時間等に栄養職

員等による食の大切さについ

て講話を行う。 

○小学校給食 

 全小学校において完全給食を

実施している。 

○中学校給食 

 15 年５月から全中学校におい

て選択制給食（弁当箱形式）を

実施している。 

○食育啓発チラシ等の配布（要請

時） 

○各学校で給食時間等に栄養職員

等による食の大切さについての

講話を行う。 

○小中学校の給食については、引

き続き実施する。 

 

(2) 体づくりの推進 ○20 年度からの実施 ○21 年度 

 新体力テストの全学年、全種目

による完全実施 

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 食育の推進 ○小学校で、給食を共にしながら栄養士による食物、栄養面及び食べ

ることの大切さについての説明を行った。 
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○小学校給食 

 給食を生きた教材として活用する献立計画、献立カレンダー及び献

立便りの作成を行った。（全 12 回、月１回） 

○中学校給食 

 申込み率 57％（全６校の申込み対象者 4,028 人に対し、月平均 2,285

人が申込み） 

(2) 体づくりの推進 ○小学校は５学年、中学校は２学年について全児童生徒が全項目を実

施したが、その他の学年については、実施項目が一部である学校が

あった。 

４ 成果と評価 

○食の大切さについては、毎日の生活の中で指導する方が望ましいことから、給食時間に栄養

士が子どもたちへ講話することで、身近で体験的な教育を行うことができた。 

○安全で栄養バランスのとれた給食を提供した。 

○中学校給食については、食数に大きな変動もなく安定した運営が可能となっている。 

○学校給食費の未納問題については、取組が長期化している。 

○新体力テストについては、20 年度からの実施であるが、全校において実施することができた。

この結果を活用して各学校において、体育科及び保健体育科の学習の充実を図ることができ

た。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○食育については、子どもの認識の度合いを把握するため、教務課又は社会教育課と連携し、

実態調査について検討する必要がある。 

○安全で栄養バランスのとれた給食を生きた教材として更に活用し、児童生徒に対して食に関

する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けさせる。 

○学校給食費の未納問題については、これまでの取組の方針を踏まえながら、取組のサイクル

の短期化と学校との連携に努め、学校教育部全体で納付の推進活動を図る。 

○新体力テストの結果を活用し、個に応じた体育科、保健体育科の学習の一層の充実、体力向

上に向けた運動の習慣化を図る効果的な取組を推進する。 
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施策の柱 生きがいが生まれるまちづくり 

施策名 ボランティアの育成・活動支援 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 遊び名人 社会教育課 遊び名人 40 人 子どもに対するもの作りや昔遊び

などの体験活動を支援する協力者

を要請する。 

(2) 青少年ボランティ

ア「Guppy（グッピ

ー）」 

社会教育課 登録者 27 人 子どもを対象とした事業への協力

者を育成する。 

(3) 青少年ボランティ

ア「成人式実行委員

会」 

社会教育課 新成人 

先輩実行委員 

実行委員を編成し、成人式の企画、

立案及び運営を行う。 

(4) 文化財ボランティ

ア 

文化財課 市民 資料の展示解説、資料館事業の支

援、やきもの作り教室等の協力者を

養成する。 

(5) おはなしボランテ

ィア 

図書館 おはなしボラン

ティア及び活動

希望者 

おはなしボランティアを育成し、支

援する。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 遊び名人 ○15 年度 

 ボランティア養成講座（遊名人

マスターコース）10 回 

活動実績 13 回 

○16 年度 

 遊名人マスター10 回 

活動実績 18 回 

○17 年度 

遊名人マスター12 回 

活動実績 21 回 

○18 年度 

遊名人マスター12 回 

活動実績 29 回 

○引き続き実施する。 
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○19 年度 

 遊名人マスター12 回 

 活動実績 26 回 

(2) 青少年ボランティ

ア「Guppy（グッピ

ー）」 

○17 年度 開設 ○引き続き実施する。 

(3) 青少年ボランティ

ア「成人式実行委員

会」 

○14 年度以降 

 実行委員会形式 

○21 年度 

 ６月 実行委員募集 

 ７月 ＯＢ及びＯＧによる準備

委員会 

 ８月 実行委員会開始 

12 月  22 年成人式の内容完了 

(4) 文化財ボランティ

ア 

○資料館及び歴史公園の展示開

設 

○歴史散歩、体験教室及び企画展

示の支援 

○研修会（定例） 

○ガイドボランティア会員の増加

及び要請を推進し、市民サービ

スの向上及び文化財保護意識の

普及を図る。 

(5) おはなしボランテ

ィア 

○毎年 

ボランティア講座（初心者コー

ス及び経験者コース）を実施 

○17 年度以降 

 小学校読書ボランティア交流

会を実施 

○ボランティア講座及びボランテ

ィア交流会を継続し、新規のボ

ランティアの育成及び活動中の

ボランティア支援を行う。 

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 遊び名人 ○定例回数 12 回 

○活動実績 37 回 

(2) 青少年ボランティ

ア「Guppy（グッピ

ー）」 

○社会教育事業の協力者（スタッフ）として参加。 

(3) 青少年ボランティ

ア「成人式実行委員

会」 

○７月にＯＢ及びＯＧによる準備委員会開催 

 ８月～２月に実行委員会開催 

○アトラクション部会及びパンフレット部会に分かれて企画、検討及

び準備 

○パンフレット部会は６回開催 

○ＯＢ及びＯＧ18 人、新成人 14 人の 32 人で構成 

(4) 文化財ボランティ

ア 

○資料館ガイドボランティア（展示解説 155 人、資料館事業 116 人、

研修会 203 人） 

○やきものボランティア（やきもの教室 69 人、研修会 144 人） 
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(5) おはなしボランテ

ィア 

○おはなしボランティア講座初心者コース（地域及び学校） 

 参加者数 30 人、計５回 

○おはなしボランティア講座経験者コース（昔話） 

 参加者数 22 人、計５回 

○小学校読書ボランティア交流会（講演会、分科会） 

 参加者数 148 人 

４ 成果と評価 

○コミュニティ・スクールが増加したため、ボランティア活動の場が広がった。 

○遊び名人については、前年度に比べて活動実施回数が増え、ボランティアの活動の支援がで

きた。 

○文化財ボランティアについては、ボランティアの支援により市民サービスが向上するととも

に、事務の効率化が図られた。 

○おはなしボランティアについては、講座及び交流会の実施により、ボランティアの育成及び

支援が継続的に実施できた。 

○成人式実行委員会については、ＯＢ、ＯＧ実行委員及び新成人が成人式の企画運営に携わる

ことにより連帯感が生まれ、個々にリーダーとなる資質が醸成された。また成人式当日は、

参加者との一体感が生まれた。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○遊び名人については、引き続きボランティアの活動を支援する。 

○青少年ボランティア「Guppy（グッピー）」については、登録者とボランティアの受入先の増

加を図る。 

○文化財ボランティアについては、今後は文化財保護意識の普及及び市民サービスの向上のた

め、更なる会員の増加及び要請を図る。 

○おはなしボランティアについては、急増する学校読書ボランティアへの支援、おはなしボラ

ンティア以外の図書館ボランティア（図書館サポーター）の発足等が課題である。 

○成人式については、人材の確保及び育成が課題であり、青年ボランティアは継続していく。 
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施策の柱 生きがいが生まれるまちづくり 

施策名 専門委員・指導員との連携 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 社会教育委員 社会教育課 社会教育事業 社会教育に関する計画、答申及び提

言を行う。 

(2) 生涯学習推進委員 社会教育課 地域 生涯学習活動を推進する。 

(3) お宝文化人 社会教育課 市民 文化の推進及び浸透のために活動

する。 

(4) 文化財専門委員 文化財課 学識経験者 文化財の保存及び活用に関して、調

査及び研究を行う。 

(5) 図書館協議会委員 図書館 市民 図書館運営に市民の声を反映する。

(6) 体育指導員 スポーツ課 市民 市民の体育及びスポーツの振興を

図る。 

(7) 文化芸術審議会委

員 

文化振興課 春日市における

文化芸術活動 

審議により、個性豊かな文化芸術事

業の企画及び運営に関して提言を

行う。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 社会教育委員 提言 

○14 年度 

 地区公民館の活性化 

○15 年度 

 中央公民館の在り方 

○19 年度 

 親育つ計画 

○現在の任期中（22 年５月末ま

で）に新たな提言を行う予定。

  

（本題）学校・家庭及び地域等に

おける連携協力の推進方策につ

いて 

 ～社会教育からのアプローチ～

(2) 生涯学習推進委員 ○平成８年設置 

○会議 年 10 回開催 

○21 年度廃止 

(3) お宝文化人 ○18 年度 

 お宝文化人を登録 

○文化祭でのお披露目を実施 

○21 年度 

文化祭でのお披露目を実施 

○２次募集を実施 

(4) 文化財専門委員 ○昭和 49 年４月発足 

○定数 15 人以内（現実数 12 人）

○任期２年 

○部会の統廃合を検討し、学識者

としての専門知識を生かし、更

なる文化財の保存を図る。 
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○４専門部会（考古、植物、歴史

及び民俗） 

(5) 図書館協議会委員 ○平成７年 

春日市図書館協議会設置 

○定数 10 人以内 

○任期２年 

○図書館運営について協議を行

う。 

○今後も図書館運営における課題

について意見を求め、図書館運

営に生かす。 

(6) 体育指導員 ○ニュースポーツ出前講座の開

催 

○実技講習会の開催 

○体育指導委員の能力向上のた

めの研修会 

○月１回の実技講習会の開催 

(7) 文化芸術審議会委

員 

○ふれあい文化センターの運営

を財団から直営に切り替えた

ことを機に 18 年度設立 

○諸文化芸術事業について、意見

を求め継続して設置 

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 社会教育委員 ○会議開催回数 ６回 

○研修会等への参加 ４回、参加委員延べ 10 人 

(2) 生涯学習推進委員 ○会議開催回数 年 10 回 

(3) お宝文化人 ○春日市のお宝文化人・文化百選ＰＲ展を実施 

 開催日数 ２日、入場者数 389 人 

 参加者数 60 人（２日間で、実行委員、披露者及び体験コーナース

タッフ） 

 お宝文化人会合数 10 回 

(4) 文化財専門委員 ○21 年３月９日 歴史部会 

 武末家文書（須玖南３丁目）の受入れについて 

○21 年３月 12 日 考古部会 

 20 年度発掘調査の概要報告 

 大南Ａ遺跡７次調査ほか３件 

(5) 図書館協議会委員 ○会議開催回数 ３回 

○20～21 年度諮問事項 

 「春日市における市民図書館と学校図書館の連携のありかたについ

て」 

 21 年度中に答申予定 

(6) 体育指導員 ○ニュースポーツ出前講座 ７回開催 

○ニュースポーツ講習会 21 人参加 

○ニコニコすこやかレクリエーション 43 人参加 

(7) 文化芸術審議会委

員 

○審議会開催回数 年３回 
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４ 成果と評価 

○社会教育委員については、 

 ①新たな提言に向けた検討及び協議を行い、テーマを『子どもの「生きる力」を育むための

教育力の向上の取組』として、本題を『学校、家庭及び地域等における連携協力の推進方

策について～社会教育からのアプローチ～』として、21 年度に具体的な内容の検討を行う。

 ②本市登録社会教育関係団体（20 年度は 20 団体）の登録の決定に当たり意見を求めた。 

 ③上記のうち、17 団体ある補助団体について、その支出に当たり意見を求めた。 

○文化財専門委員については、 

 ①歴史部会 

  調査依頼した史料は、地域の歴史を解明する上で重要な資料であるとの見解を得て、今後

のため保存し、活用していく。 

 ②考古部会 

  20 年度の発掘調査の概要及び重要遺物について報告した。委員の意見については、今後の

参考としていく。 

○図書館協議会委員については、活発な協議を行い、図書館運営について意見を求めた。 

○体育指導委員については、実技講習会を毎年２回開催しているが、年々参加人数が減少して

いる。その原因としては、実技競技のマンネリ化及び講習会を運営している体育指導委員の

認知度の低さが挙げられる。 

○お宝文化人については、20 年度にＰＲ展を実施したことで、文化人同士の交流が盛んになり、

本市の文化行政を支えるものとなった。 

○文化芸術審議会委員については、ふれあい文化センターの諸事業の企画及び運営に意見を求

めた。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○社会教育委員については、20 年度中に定めた 21 年度提言テーマ、本題及び具体的な検討内容

の研究及び協議を行い、現在の任期中での提言の策定を目指す。 

○文化財専門委員については、 

 ①歴史部会 

  目録を作成する。（小作経営、耕地整理、溜池築堤に関する資料、三筑中学校関係等） 

 ②考古部会 

  御陵遺跡２次調査及び坂本地区の報告書に関する意見聴取予定。 

○図書館協議会委員については、答申の内容を実際の図書館運営に生かせるよう取り組む。 

○体育指導委員については、体育指導委員の役割について市民への周知を徹底する。また、体

育指導委員が地域において自発的に活動していくことができる環境づくりを行う。 

○お宝文化人については、広く市民に周知し、活用してもらえるよう広報に努める。 

○ふれあい文化センター諸事業の企画及び運営に当たっては、専門家及び市民からの意見が必

要なため、引き続き文化芸術審議会を開催する。 
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施策の柱 生きがいが生まれるまちづくり 

施策名 市民の活動・学習の推進 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 春日市文化祭 社会教育課 市民 市民の文化への認識を高め、文化的

なまちづくりに寄与する。 

(2) 中央公民館事業 社会教育課 市民 高齢者学級など市民の学習機会を

提供する。 

(3) お宝文化百選 社会教育課 市民 市で選定した名所などの紹介によ

り春日を学ぶ機会を提供する。 

(4) えほん展 図書館 えほん展運営ボ

ランティア 

市民参加による事業を展開する。 

(5) 障害者の就労体験 図書館 就労を希望する

障害者 

障害者へ外部実習の場を提供する。

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 春日市文化祭 ○昭和 49 年度から開始 ○21 年度 

 文化振興課へ移管 

(2) 中央公民館事業 ○17 年度末に見直し ○引き続き実施する。 

(3) お宝文化百選 ○18 年度 

 お宝文化百選を登録 

○19 年度 

 中央公民館事業において、お宝

文化百選講座を開設 

○21 年度 

 ２次募集を実施 

(4) えほん展 ○19 年度 

 県立美術館の企画に併せて実

施 

○運営ボランティアを募集 

○21 年度以降の実施については

未定 

(5) 障害者の就労体験 ○18 年 10 月以降 

 市長部局（福祉支援課）の要請

により、就労体験を開始 

 館内整理日（月１回）における

書架整理を行う。 

○21 年度 

これまでの課題を踏まえ、年１

回の特別整理期間における就労

体験を実施 

○22 年度以降については未定 
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３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 春日市文化祭 ○来場者数 7,596 人、開催日数２日 

 （作品展示）出品数 634 点、出品者数 415 人 

 （各種団体展）参加団体 13 団体 

(2) 中央公民館事業 ○くらしの教養講座（全５回） 受講者数計 152 人 

○高齢者学級 「十八番講座」（全 17 回）受講生 36 人 

       「楽笑人生講座」（全９回）受講生 21 人 

○政治学級 「春日を見つめよう学級」（全 10 回）受講生 33 人 

(3) お宝文化百選 ○市民講座「お宝文化百選講座」（全５回）受講生 36 人 

(4) えほん展 ○市単独事業としてえほん展を実施 

 ①えほん展運営ボランティア数 17 人 

 ②えほん展参加者数 1,535 人 

 ③えほん展関連イベント参加者数 59 人 

(5) 障害者の就労体験 ○就労体験人数（実数） 

 18 年度４人、19 年度８人、20 年度８人 

○就労体験日数（実数） 

 18 年度６日、18 年度 12 日、20 年度 12 日 

４ 成果と評価 

○春日市文化祭については、市民相互の文化交流の場及び生涯学習の成果の発表の場を提供し、

文化的なまちづくりに寄与した。 

○中央公民館事業については、特に高齢者学級において地域での実践活動を組み入れ、より充

実した学習機会の場を提供することができた。 

○お宝文化百選については、講座を行うことにより、春日を学ぶ機会を提供できた。 

○えほん展については、準備段階からボランティアが参加し、多くの市民が参加する事業を実

施することができた。 

○障害者の就労体験については、図書館で作業することを通して就労体験をすることができた。

５ 今後の課題・取組の方向 

○春日市文化祭については、21 年度から文化振興課へ移管して実施する。 

○中央公民館事業については、市民のニーズに応えた事業の企画及び立案を行う。 

○お宝文化百選については、21 年度に２次募集を行う。引き続き、講座及び広報を行い周知に

努める。 

○市民図書館の取組としては、えほん展にとどまらず、市民と共に育てる図書館づくりを進め

ていく。 

○障害者の就労体験については、市長部局（福祉支援課）からの依頼に応じて、18 年度から体

験就労の受入れを開始したが、月１回の体験では不十分との指摘もあり、21 年度は数日連続

して就労体験ができるよう特別整理期間に実施することとした。今後も可能な限り就労体験

の場の提供を行う。 
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施策の柱 生きがいが生まれるまちづくり 

施策名 豊かさと生きがいをめざす生涯学習の推進 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 社会教育関係団体

の育成・支援 

社会教育課 市民 社会教育関係団体との連携及び協

力により、社会教育を推進する。 

(2) 地区公民館の整

備・拡充 

社会教育課 地区公民館 新設、整備及び改修を行う。 

(3) 学校開放事業 社会教育課 市民 学校施設を開放し、市民の活動支援

及び地域に開かれた学校づくりの

推進に寄与する。 

(4) 人権・同和教育に

関する研修・啓発 

社会教育課 職員 

市民 

人権感覚を高める。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 社会教育関係団体

の育成・支援 

○社会教育関係団体に対し支援

（補助金交付、施設使用料免除、

活動場所の提供等）をする。 

○引き続き実施する。 

(2) 地区公民館の整

備・拡充 

○17 年度 

 須玖北公民館トイレ改修 

○18 年度 

 塚原台公民館建設のための用

地取得 

○19 年度 

 造成及び建築工事の測量及び

設計調査業務を実施。公民館建

設用地内にある樹木の移植及

び仮囲の設置 

○21 年度 

 市長（地域づくり課）の補助執

行へ 

(3) 学校開放事業 ○春日市生涯学習推進のための

学校開放に関する規則に基づ

き、体育館、武道場、多目的ホ

ール、特別教室及び運動場を開

放 

 

 

○引き続き、施設の積極的な開放

及び同規則に基づくモデル校

（自主管理校）の推進（現在２

校） 



 - 34 - 

○春日市生涯学習推進のための

学校開放推進運営委員会に関

する要綱に基づき、全小中学校

に設置された同委員会に 100 千

円の補助 

(4) 人権・同和教育に

関する研修・啓発 

○社会教育関係団体等人権研修 

 ＰＴＡ450 人、中央公民館主催

講座 100 人、地区公民館長 40

人、少年相談員 40 人（事業費

209 千円） 

○筑紫地区社会教育関係職員等

同和研修会 

 ４市１町 173 人（うち本市 25

人） 

○引き続き、全小中学校ＰＴＡそ

の他の社会教育関係団体に呼び

かけた人権学習会、中央公民館

開設講座、家庭教育学級におけ

る人権研修会等を開催し、あら

ゆる機会をとらえた人権・同和

教育に関する研修・啓発を行っ

ていく。 

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 社会教育関係団体

の育成・支援 

○春日市少年の船          1,086 千円 

○春日市少年相談員連絡協議会    1,011 千円 

○春日市青少年育成市民会議     1,527 千円 

○各地区の子ども会育成会      1,170 千円 

○春日市子ども会育成会連絡協議会   380 千円 

○春日市生涯学習団体連絡協議会   1,948 千円 

○春日市婦人会            144 千円 

○春日市文化協会          1,052 千円 

(2) 地区公民館の整

備・拡充 

○塚原台公民館の新設 

○料理講習室空調整備 

○公民館のバリアフリー推進（トイレ改修） 

(3) 学校開放事業 ○多目的ホールの開放 

 地域活動のほか登録団体 21 団体、管理指導員賃金 12,480 千円、開

放回数 960 回 

○特別教室の開放 

 地域活動のほか登録団体１団体、警備委託費 625 千円、開放回数 82

回 

○各小中学校学校開放推進運営委員会 

 18 委員会×80 千円＝1,440 千円 

(4) 人権・同和教育に

関する研修・啓発 

○ＰＴＡその他の社会教育関係団体に対する研修会、中央公民館くら

しの教養講座、家庭教育学級等における人権をテーマとした講座の

開催（回数 14 回、参加人数 1,400 人） 

○筑紫地区社会教育関係職員等同和問題研修会の開催（回数２回、参

加人数 215 人うち本市 47 人） 

○成人式実行委員に対する人権学習の開催及び成人式パンフレットへ

の人権啓発ページの掲載 
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４ 成果と評価 

○社会教育関係団体の活動支援ができた。 

○地区公民館の整備・拡充については、生涯学習の場である地区公民館の整備ができた。 

○学校開放事業については、学校、地域、家庭等から選出された委員で構成される学校開放推

進運営委員会において取り組まれた様々な活動は、地域に開かれた学校づくり、校区に根ざ

した生涯学習の推進及び学社連携の取組の推進に大いに貢献できた。 

○人権・同和教育に関する研修・啓発については、一人ひとりの人権が尊重されるまちづくり

に向けた、様々な取組に終わりはないため、人権・同和問題の解決に向けて、人権に対する

正しい知識と人権意識の高揚を図るための研修会及び学習会を今後も開催していく。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○社会教育関係団体の育成・支援については、団体独自の自主財源確保が必要である。 

○地区公民館の整備・拡充については、21 年度から市長（地域づくり課）の補助執行となった。

○学校開放事業については、引き続き学校開放推進運営委員会で行われる学校開放事業を積極

的に支援していく。また、学校施設の開放については、自主管理方式による小中学校を拡充

していく。 

○人権・同和教育に関する研修・啓発については、引き続き、人権・同和教育に関する研修会

を開催する等、人権・同和教育の機会の提供を図るとともに、地域や家庭など身近にある様々

な問題を主体的に解決しようとする、自立した心豊かな市民の育成を図るための学習機会の

提供を行っていく。 
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施策の柱 生きがいが生まれるまちづくり 

施策名 
市民のくらしを支える生涯学習拠点としての市民図書館づくりの

推進 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 非来館者向け情報

サービスの強化 

図書館 市民 自宅のパソコン及び携帯電話で、図

書館サービスが受けられる。 

(2) 情報検索について

の講座の実施 

図書館 図書館の利用者 自分の必要とする情報を、正確かつ

迅速に入手することができる。 

(3) 育児情報提供の充

実 

図書館 図書館の利用者 多様な子育て情報を入手し、生活に

役立てることができる。 

(4) 移動図書館サービ

スの充実 

図書館 図書館から遠い

地域の市民 

自宅の近くで図書館サービスが受

けられる。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 非来館者向け情報

サービスの強化 

○12 年度 

 図書館ホームページを開設 

○18 年度 

 インターネット予約を開始 

○19 年度 

 ホームページリニューアル 

○来館が難しい市民が図書館サー

ビスを受けられるよう、今後も

継続してサービスを実施する。

(2) 情報検索について

の講座の実施 

○19 年度 

 ホームページ利用講座及び検

索 

○市民のニーズに応える形で内容

や方法を検討する。 

(3) 育児情報提供の充

実 

○17 年度 

 くらしの情報コーナーに育児

情報コーナーを設置 

○19 年度 

 児童コーナーに育児情報コー

ナーを移転 

○今後も継続して情報提供を実

施する。 

(4) 移動図書館サービ

スの充実 

○５年度以降 

移動図書館車たんぽぽ号を運行

○今後も継続して運行を実施す

る。 
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３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 非来館者向け情報

サービスの強化 

○ホームページの情報更新（毎月） 

(2) 情報検索について

の講座の実施 

○20 年度 

 講座の実施はなし 

○今後に向けて、内容や実施方法等の検討を行う。 

(3) 育児情報提供の充

実 

○育児情報の更新（随時） 

(4) 移動図書館サービ

スの充実 

○市内 16 ステーションを週１回巡回し、貸出、返却、予約及び読書相

談を行う。 

４ 成果と評価 

○市民の役に立ち、くらしを支える図書館を目指して様々なサービスを実施している。市民の

求める最新の情報を収集し、提供することは、現在の図書館の重要な使命である。ホームペ

ージでの情報提供及び育児情報の提供は、市民のニーズに応えるものであり、多くの市民に

利用された。また、移動図書館サービスは図書館から遠い地域の高齢者や子ども連れの市民

の利用を促進した。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○今後も市民のくらしを支える生涯学習拠点としての市民図書館づくりを積極的に推進する。

そのために、市民が図書館に求めるものを的確にとらえ、日々変化する時代に合わせ進化し

ていく図書館であるとともに、市民が使いやすい図書館づくりを行う。 
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施策の柱 歴史・文化・スポーツに親しむまちづくり 

施策名 文化財の保存・整備と活用 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 事前調査・発掘調

査 

文化財課 地権者 埋蔵文化財を記録及び保存する。 

(2) 遺跡保存・整備 文化財課 地権者 用地買収、遺跡周辺の再整備、史跡

管理を実施する。 

(3) 歴史資料館の充実 文化財課 市民 企画展、講座、講演会及び各種事業

を実施する。 

収蔵資料の分類及び整理を推進す

る。 

(4) 伝統文化の継承 文化財課 市民 地域の祭事保存を推進する。 

(5) 体験広場の充実 文化財課 市民 のぼり窯体験事業の活性化を図る。

(6) 情報提供 文化財課 市民及び市外住

民 

他団体 

文化財資料、文化財マップを発行す

る。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 事前調査・発掘調

査 

○16 年度 

 遺跡地図作成 

○例年 10 件程度の発掘調査の実

施 

○21 年度 

 遺跡地図の改正 

○試掘調査の削減 

 ＊住宅の耐震化工事に伴う発掘

調査件数の増加が予想され

る。 

(2) 遺跡保存・整備 ○昭和 49 年度 

 春日市文化財保護条例施行 

 

用地取得予定 

○21 年度 

岡本７－35－１、36 

○22 年度 

天神山１－117 ほか３地点 

 （起債買上げ） 

○23 年度 

岡本７－45、７－５ 

   （起債買上げ) 
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(3) 歴史資料館の充実 ○企画展３回 

○講演会２回 

○歴史散歩２回 

○親子体験教室５回 

○21 年度に従来の資料館事業に

加えて職員による歴史講座４

回を実施予定である。 

(4) 伝統文化の継承 ○５年度 

 春日の婿押しの記録作成 

○７年度 

 春日の婿押し無形民俗国指定 

○18～20 年度 

 資料館企画展で各地区の伝統行

事を紹介 

○21～23 年度 

市内に残る伝統行事の調査及び

記録作成を実施予定 

(5) 体験広場の充実 ○15 年度 

 やきもの教室事業を開始 

○16 年度 

 ボランティア育成コースを設定

○17 年度以降 

 ボランティアを活用した市民協

同によるやきもの教室 

○学校、地区公民館等への出前 

事業の再開を目指すとともに、

更なる活性化を目指す。 

(6) 情報提供 ○19 年度 

 文化財活用基本計画策定 

○調査報告書の発行 

○マップ等の随時見直しによる改

版 

○ホームページの随時更新 

○計画的な調査報告書の発行 

○マップ等配布物の見直しによる

改版 

○ホームページ等の随時更新 

○他機関への情報提供 

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 事前調査・発掘調

査 

○遺跡地図の改正案作成 

○事前照会件数 863 件 

○試掘調査件数 73 件 

○発掘調査件数７件 

(2) 遺跡保存・整備 ○公有化率（20 年度末現在） 

国指定特別史跡水城跡   87.0％ 

国指定史跡須玖岡本遺跡  77.9％ 

 国指定史跡日拝塚古墳   100％ 

○国指定史跡須玖岡本遺跡整備事業（岡本７－10：面積 400.39 ㎡） 

 総費用額 27,378 千円 

  内訳 国庫補助金  21,902 千円 

       県補助金     1,200 千円 

      市負担金      4,276 千円 

(3) 歴史資料館の充実 ○企画展３回（関連事業として講演会２回、体験教室２回を実施） 

○歴史散歩２回 

○親子体験教室７回 
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(4) 伝統文化の継承 ○小倉地区の企画展を開催し、伝統行事を紹介した。 

○「続・春日風土記」の刊行 500 部 

(5) 体験広場の充実 ○一般参加のやきもの教室 12 回（参加者 307 人） 

○公民館出前事業２回  

○白水小学校クラブ活動への協力９回 

○ごみ減量推進課事業への協力１回 

(6) 情報提供 ○報告書発行３冊 

○文化財ガイドマップの見直しによる改版 

○ホームページの見直し及び改善 

４ 成果と評価 

○事前調査・発掘調査については、開発により消滅していく埋蔵文化財を調査し、新たな歴史

資料を追加することができた。 

○遺跡保存・整備については、国指定史跡須玖岡本史跡整備事業の公有化率が 77.9％となった。

○歴史資料館の充実については、発掘調査で得た資料の企画展での公開や各種事業の実施によ

り市民の知識や理解の向上に貢献した。 

○伝統文化の継承については、伝統行事の記録を作成し、事例を紹介することで市民の保存意

識を高めることができた。 

○体験広場の充実については、春日市のぼり窯体験広場（ウトグチ瓦窯展示館）で事業を行う

ことで、春日市の文化財の保存及び整備に対する市民の理解及び認識を深めることに貢献す

ることができた。 

○情報提供については、報告書等の発行を通して春日市内の文化財情報の提供ができた。また、

わかりやすい配布物やホームページの作成により、市民の歴史学習に貢献することができた。

５ 今後の課題・取組の方向 

○事前調査・発掘調査については、 

 ・遺跡地図の改正に伴い試掘調査区域を限定し費用の縮減を図る。 

 ・発掘調査報告書の刊行が遅れているため、計画的に作成していく必要がある。 

○遺跡保存・整備については、須玖岡本遺跡用地取得に伴う国指定申請を実施する。 

 岡本７－５地点ほか５件 

○歴史資料館の充実については、市民ニーズに対応した手作りの事業を考案し、文化財の啓蒙

普及を推進する。 

○伝統文化の継承については、市内各地域に残る伝統行事を調査し、その継続意義の周知を図

る必要がある。 

○体験広場の充実については、更にボランティア組織の育成を図り、教室事業等の運営におい

てボランティアの自主活動の比率を増やすことで、市民協働の開かれた文化財愛護活動を推

進する必要がある。 

○情報提供については、 

・計画的な報告書の発行により、調査の情報提供に努める。 

 ・わかりやすく、内容の充実した配布資料やホームページの作成により歴史資料館のＰＲに

努める。 



 - 42 - 

 



 - 43 - 

 

施策の柱 歴史・文化・スポーツに親しむまちづくり 

施策名 文化芸術活動の振興 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 弥生の里音楽祭 文化振興課 市民及び市外住

民 

「音楽のまちづくり」を推し進める

とともに、自主的に地域で芸術文化

活動を行う市民及び団体に発表の

機会を提供する。 

(2) 音楽の玉手箱 文化振興課 市民 プロの演奏家による上質な生の音

楽を聴く機会を提供する。 

(3) 芸術文化ワークシ

ョップ 

文化振興課 市民及び市外住

民 

多彩な分野の芸術文化を体験する

機会を提供することで、新たな創造

活動への意欲をもたらすことを目

指す。 

(4) ふれあい文化サー

クル 

文化振興課 市民及び市外住

民 

学習活動の推進を図る。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 弥生の里音楽祭 ○12 年度 

ふれあい文化センター開館 10

周年を機に開催 

○13 年度以降 

毎年度実施 

○市民参加型事業を中心に内容の

拡充を図りつつ、継続して実施

する。 

(2) 音楽の玉手箱 ○12 年度事業開始 ○新規派遣依頼の誘引とともに登

録音楽家の拡充を図る。 

(3) 芸術文化ワークシ

ョップ 

○18 年度 

 事業開始。４講座実施 

○19 年度 

 「芸術文化ワークショップ」の

名称使用。３講座実施 

○体験の機会を提供する分野に

ついて入替え等を行いつつ、継

続して実施する。 

(4) ふれあい文化サー

クル 

○７年度開講 ○市民の学習ニーズに応じ、適宜

講座内容の入替えを図り、学習機

会の提供に努める。 



 - 44 - 

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 弥生の里音楽祭 ○主催事業として次の４事業を実施。他に共催事業として５事業を実

施 

 ①楽器づくり教室 

 １日の講座を２回実施。参加者は合わせて 58 人 

 ②ピアノリレーマラソン 

 ２日間実施 

  出場 186 組 202 人、入場 1,476 人 

 ③音楽の玉手箱ワークショップ 

「中国楽器～二胡にふれてみよう！」 

 ④音楽の玉手箱プレミアムライブ 

 ３回実施。入場 188 人 

(2) 音楽の玉手箱 ①出前ミニコンサート 

 16 回実施。観客数計 862 人 

②学校コンサート 

 ６施設にて実施。観客数 2,407 人 

③小学校音楽体験教室 

 申込みなし 

④プロモーション 

 12 回実施。観客数 1,005 人 

(3) 芸術文化ワークシ

ョップ 

○２講座実施 

 ①パントマイムに挑戦 93 人参加 

 ②編曲＆アンサンブルワークショップ 112 人参加 

(4) ふれあい文化サー

クル 

○西日本文化サークルへ事業委託を行い、123 講座及び１日体験講座

６講座を実施。講座利用者の託児サービスも併せて実施。受講者数

1,585 人。また、受講生の学習活動の発表の場として、作品展示会

とステージ発表を実施 

４ 成果と評価 

○事業方針である「音楽のまちづくり」を目指し、音楽に重点を置いた事業を展開した。「弥生

の里音楽祭」及び「音楽の玉手箱事業（音楽家派遣事業）」を中心として、内容を拡充しつつ

継続実施することで、市民へ定着している。 

○文化を通じたまちづくり活動を自主的に展開していく意欲のある人材を発掘及び養成するた

め、20 年度新規事業として「人財づくり講座」を開設し、実習等を通し、21 年度の芸術文化

ワークショップの企画及び運営の一翼を担ってもらう取組を行った。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○音楽事業については市民への定着も進んできたが、リピーター率への依存が高いため、新規

顧客の獲得につながるような内容の拡充に努めることが課題である。また、市民の企画及び

運営面での参画を視野に入れた人材育成に取り組む必要がある。 
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施策の柱 歴史・文化・スポーツに親しむまちづくり 

施策名 市民スポーツの振興 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) スポーツフェスタ スポーツ課 市民 健康的なライフスタイル文化の創

造を目指し、市民の健康づくり並び

に体力の維持及び増進に寄与し、併

せて地域相互間及び世代間の親睦

を図る。 

 

(2) スポーツ施設の整

備 

スポーツ課 市スポーツ施設 スポーツの振興を図り、健康で文化

的な市民生活の向上に寄与する。 

(3) 学校開放事業 スポーツ課 市内の小中学校 生涯学習の振興及び青少年の健全

育成を図る。 

(4) 社会体育関係団体

の育成・支援 

スポーツ課 体育協会、スポー

ツ少年団及びＮ

ＰＯ 

市内の社会体育関係団体の充実を

図り、スポーツの振興を目指す。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) スポーツフェスタ ○19 年度 

 スポーツフェスタ実施 

○21 年度 

 スポーツフェスタ実施予定 

 

(2) スポーツ施設の整

備 

○19 年度 

 春日市立北スポーツセンターＮ

ＨＫラジオパーク開設 

○21 年度 

 温水プール指定管理者制度導入

○新市民スポーツセンター建設計

画の策定 

 

(3) 学校開放事業 ○18 年度 

 白水小学校自主管理校制度導

入 

○自主管理校制度の拡大 

(4) 社会体育関係団体

の育成・支援 

○各種団体に対する補助金の交付 ○補助事業の見直し 
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３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) スポーツフェスタ ○実施事業 

ソフトボール、卓球、ソフトテニス、ドッジボール、相撲、テニス、

綱引、ニュースポーツ、ビーチボールバレー、グランドゴルフ、 

ゲートボール、バザー及び温水プール無料開放  

○総参加者数 2,779 人 

(2) スポーツ施設の整

備 

○50 メートルプール解体 

○市スポーツ施設の修繕工事費支出 9,638 千円 

 ・西スポーツセンター加圧給水ポンプ取替工事 

 ・春日南小学校屋外照明盤改修工事ほか 

(3) 学校開放事業 ○春日小学校自主管理校制度導入 

○学校開放事業利用者数 435,801 人 

(4) 社会体育関係団体

の育成・支援 

○補助金の交付（20 年度総計 10,511 千円） 

＜補助金内訳＞ 

 ・春日市体育協会       5,343 千円         

 ・スポーツ少年団       2,000 千円 

 ・地区体育振興費補助      1,662 千円 

 ・全国大会出場等補助金    1,506 千円 

４ 成果と評価 

○各種事業の展開により、数多くの市民やスポーツ団体にスポーツを楽しむ機会を提供するこ

とができた。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○市民スポーツセンターを始めとした市スポーツ施設の老朽化が目立つようになり、また、市

民からも要望がでており、新市民スポーツセンター建設計画を通して、これに対応できるよ

うな施設を建設する必要がある。 

○学校開放事業については、現在は２校が自主管理校であるがその他の小中学校についても、

自主管理校化を進める必要がある。 
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施策の柱 子どもの心とからだをはぐくむまちづくり 

施策名 家庭、地域教育力の向上 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 家庭教育学級 社会教育課 小中学生の保護

者 

家庭における教育力の向上を図る。

(2) 子育てアップチャ

レンジプラン 

社会教育課 小学校３学年の

児童とその保護

者 

家庭教育力を向上し、子どもたちの

生きる力の育成を支援する。 

(3) 指導者研修会 スポーツ課 地域や団体にお

ける生涯スポー

ツ、競技スポーツ

の指導者及び体

育指導委員 

地域における生涯スポーツ及び競

技スポーツの指導者として、スポー

ツ理論及び実技等を通じて指導者

としての意識向上を図る。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 家庭教育学級 ○年間を通して事業を実施 ○引き続き実施する。 

(2) 子育てアップチャ

レンジプラン 

○19 年度から実施 ○引き続き実施する。 

(3) 指導者研修会 ○20 年２月３日  

 春日市スポーツ指導者研修会

開催 

○22 年２月７日 

 春日市スポーツ指導者研修会

開催予定 

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 家庭教育学級 ○学級生 121 人 

○基本学習会８回  

○シリーズ学習会 14 回 

○企画研究会６回（実践日が別に４日間） 

○推進委員会 10 回 

(2) 子育てアップチャ

レンジプラン 

実施結果報告件数 2,081 件（児童 1,046 件、保護者 1,035 件） 

○基本メニュー実践率 86.7％ 

○チャレンジメニュー実践率 児童 87.5％、保護者 88.2％ 
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(3) 指導者研修会 ○21 年２月１日 

 春日市スポーツ指導者研修会開催 約 200 人の参加 

４ 成果と評価 

○家庭教育学級については、家庭教育についての重要性が学級生に拡大し、浸透してきた。ま

た、研究会等を通して、学級生の自主性も芽生え、学校や地域のリーダーとして活躍する人

が増えた。 

○子育てアップチャレンジプランについては、「父親が協力的になった」、「家族での行動、コミ

ュニケーションが増えた」、「子どものお手伝いが増えて、家事の負担が減った」等の成果が

あり、家庭教育力を向上することができた。 

○指導者研修会については、市内の地域や団体における生涯スポーツ、競技スポーツの指導者

及び体育指導委員の多くが参加し、指導者研修会の開催意図である指導者としての意識向上

を図ることができた。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○子育てアップチャレンジプランについては、事業実施の必要性を学校と協力しながら各家庭

に、より啓発し協力を呼びかけていく。 

○指導者研修会に参加された方から、講義の内容が難しいとの意見も出ているため、講義の内

容を見直すこと等により、より良い研修会にしていく必要がある。 
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施策の柱 子どもの心とからだをはぐくむまちづくり 

施策名 子どもの活動・体験の推進 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) アンビシャス広場 社会教育課 市民 地域に子どもの居場所（活動拠点）

を設ける。 

(2) 「郷土かるた」カ

ルタ取り大会 

社会教育課 小学生 郷土春日をよく知り、郷土を愛する

心を持つ青少年を育てる。 

(3) ふれあい体験王国 社会教育課 幼児、小中学生 遊びや物づくりを通して体験機会

を提供する。 

(4) アジア太平洋こど

も会議（APCC) 

社会教育課 小学校５学年及

び６学年の児童

がいる家庭 

国際感覚に優れた青少年を育てる。

  

(5) 弥生の里児童画大

賞展 

社会教育課 福岡県内の小学

生 

心の豊かさ及び個々の独自性を育

む。 

(6) 歴史体験事業 文化財課 市民 夏休み及び秋休みの文化財体験教

室を実施する。 

(7) 図書館探検隊 図書館 小学生（３～６学

年） 

図書館の仕事を体験し、図書館に対

する興味及び理解を深める。 

(8) 運動適性テスト スポーツ課 スポーツ少年団

団員 

スポーツ少年団団員の体力を把握

する。 

(9) マラソン・駅伝大

会 

スポーツ課 小学生以上の健

康な男女 

健康増進を目的としたスポーツの

普及・振興を図る。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) アンビシャス広場 ○19 年度開設、18 広場 

 事業費 11,500 千円 

 開所日数 2,131 日 

 参加者 子ども（45,156 人） 

      大人（18,035 人） 

○21 年度 19 広場 

○県補助対象事業が年々縮小する

ことから、本事業に対する市単

独事業費による事業推進のあり

方を検討する。 

(2) 「郷土かるた」カ

ルタ取り大会 

○地域子ども会対抗で 12 チーム

の参加 

○アトラクションでジャンボカル

タ取り実施 

○９月 

子ども会育成会長会で参加依頼

○11 月 

子ども会育成会長会でカルタ取

り体験 
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○12 月末 

参加チーム申込締切り 

○１月上旬 

参加名簿を締切り 

(3) ふれあい体験王国 ○16 年３月から実施 ○引き続き春休み及び夏休みに実

施する。 

(4) アジア太平洋こど

も会議（APCC) 

○カンボジアのこども大使８人と

シャペロン１人を受入れ 

○対面式及び市長表敬訪問 

○学校登校を４日間実施 

○モンゴルのこども大使８人と 

シャペロン１人を受入れ 

○対面式及び市長表敬訪問 

○学校登校を２日間実施 

(5) 弥生の里児童画大

賞展 

○平成４年度から実施 

○19 年度以降 

テーマを設定せずに実施 

○21 年度 

テーマを設定せずに実施 

(6) 歴史体験事業 ○歴史散歩 

 11 年度から年２～４回実施

延べ 667 人参加 

○親子体験教室 

 11 年度から実施 現在年７回、

平均 150 人参加  

○児童期の体験により歴史に興味

を持たせることで、文化財保護

の意識が高い市民を育成してい

く。 

(7) 図書館探検隊 ○毎年夏休みに小学生（３学年か

ら６学年まで）を対象に、図書

館業務の体験（本の貸出や装備

等）を行う。 

○21 年度 

 夏休みに実施 

○昨年度より実施日を１日追加 

 （５日間） 

○22 年度以降 

 継続して実施予定 

(8) 運動適性テスト ○毎年１度実施 ○事業を継続 

(9) マラソン・駅伝大

会 

○19 年 11 月 25 日 

第 33 回春日市走ろう大会実施 

○21 年 11 月 22 日 

第 35 回春日市走ろう大会実施

予定 

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) アンビシャス広場 ○18 広場 

○開所日数延べ 2,068 日 

○参加人数 

 子ども 59,331 人 

大人  13,969 人 

○事業費 11,500 千円 

(2) 「郷土かるた」カ

ルタ取り大会 

○地域子ども会対抗 12 チーム、140 人の参加 

○９月の子ども会育成会長会で参加依頼 

○11 月に子ども会育成会長会でカルタ取り体験 

○12 月末に参加チーム申込を締切り 

○１月上旬に参加名簿を締切り 



 - 51 - 

(3) ふれあい体験王国 ○Summer Special（夏休み開催）、春祭り（春休み開催） 

○マイ箸作り、万華鏡作り、弓矢作り等の体験機会を提供 

○各 500 人参加 

(4) アジア太平洋こど

も会議（APCC) 

○ハワイのこども大使８人とシャペロン 1人を受入れ 

○対面式及び市長表敬訪問 

○学校登校を２日間実施 

(5) 弥生の里児童画大

賞展 

○テーマ 心に強く印象に残っているもので、一番描きたいもの 

 授賞式 平成 21 年１月 25 日（日） 

 入賞者展示期間 21 年１月 25 日（日）～2月 8日（月） 

 応募者数 11,093 点 

 展示会来場者数 1,491 人 

(6) 歴史体験事業 ○歴史散歩 

・20 年５月 17 日 

40 人、市内遺跡見学 

・20 年 11 月 11 日 

36 人、市内及び市外の水城跡関連バスハイク 

○親子体験教室 

 全７回、延べ 211 人 

（土器作り、ガラス玉作り、草木染め、縄文クッキー作り、紙すき

等） 

(7) 図書館探検隊 ○実施日数４日 

 参加者数 21 人（当日キャンセル３人） 

○前年度参加者数 24 人 

(8) 運動適性テスト ○年１回実施 

○市内のスポーツ少年団（約 20 団体）が参加 

(9) マラソン・駅伝大

会 

○第 34 回春日市走ろう大会実施 

 20 年 11 月 30 日 

 個人の部参加者 316 人、駅伝の部参加チーム 12 チーム 

４ 成果と評価 

○アンビシャス広場については、「地域ぐるみで子どもを育てよう」をスローガンに、各小中学

校区ごとに学社連携及び協力の具体的な取組としてスタートした。本事業は、前身の放課後

子ども教室から６年目を迎え、各地区においても定着化が図られている。各小中学校がコミ

ュニティ・スクールとして、地域と家庭が協力して、次代を担う青少年の育成に取り組むに

当たっての具体的な実践のモデルとして、地域の教育力の向上及び活性化に大いに貢献して

いる。 

○「郷土かるた」カルタ取り大会については、異年齢集団の中でカルタ取り大会を実施するこ

とにより、互いに思いやる心がはぐくまれ、春日に愛着を持つ心が生まれた。 

○ふれあい体験王国及びアジア太平洋こども会議（ＡＰＣＣ）については、子どもたちに貴重

な体験機会を提供できた。 

○弥生の里児童画大賞展については、応募総数が１万点を上回り、回を重ねるごとに市民を始

めとして広く定着度を増している。 
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○歴史体験事業については、小学生を対象に土器等の製作体験をすることで、先人の工夫及び

苦労を体感することができた。 

○図書館探検隊については、図書館での職業体験により、子どもたちの図書館や職業（仕事）

に対する興味が深まった。 

○運動適正テストについては、スポーツ少年団団員の運動能力のデータを十分に把握すること

ができた。 

○マラソン・駅伝大会については、毎年、継続して大会を開催しているため、大会の認知度も

向上し、市外からの参加も多く、前年度よりも参加者数が増加した。また、年々参加者数は

増加傾向にあり、多くの人の健康増進に寄与することができた。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○アンビシャス広場については、県の補助制度の動向にも注視しながら今後も事業の推進を図

る。併せて、県アンビシャス広場の新規広場受付期限（平成 23 年度）までは、新たな広場の

開設に向けた取組を行っていく。 

○「郷土かるた」カルタ取り大会については、各子ども会及び学校で実施されるよう郷土かる

たに対する定着化が課題である。 

○ふれあい体験王国については、家庭の日を第３日曜日に限定していることが課題である。 

○アジア太平洋こども会議（ＡＰＣＣ）については、会議の周知並びにホストファミリーの受

入れの確保及び通訳の人材確保が課題である。 

○弥生の里児童画大賞展については、費用対効果を踏まえた事業の推進を図る必要がある。 

○歴史体験事業については、児童期の体験により歴史に興味を持たせることで、文化財保護の

意識が高い市民を育成していく。 

○図書館探検隊については、内容、募集方法、実施時期等を検討し、より参加しやすくする必

要がある。 

○運動適性テストについては、今後も引き続き事業を継続し、毎年のスポーツ少年団団員の運

動能力の把握を行い、青少年の健全育成に役立てていきたい。 

○マラソン・駅伝大会については、参加者数が増加傾向にあるが、まだ十分な数とはいえない

状況である。今後は、スポーツ少年団と合同での開催等により参加者数の増加を目指し、更

に健康増進を目的としたスポーツの普及及び振興を図る必要がある。 
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施策の柱 子どもの心とからだをはぐくむまちづくり 

施策名 読書環境づくりの推進 

１ 施策の概要 

事業名 所管課 
対象 

（誰を、何を） 

意図 

（どういう状態にする） 

(1) 子ども読書活動推

進計画策定 

図書館 市内の子どもと

子どもの読書に

かかわる大人 

子どもの読書と読書にかかわる活

動を推進する。 

(2) 全市図書館システ

ムの整備 

図書館 学校図書館 

市民図書館 

人的ネットワークを構築し、資料の

共有化を図る。 

(3) 学校図書館支援体

制の整備 

図書館 司書教諭 

学校図書館司書 

学校図書館の活発な活動を支援す

る。 

(4) 小中学校での図書

館利用ガイダンスの

実施 

図書館 児童生徒 

教職員 

市民図書館を有効に活用する。 

２ 施策のこれまでの経過・今後の見通し 

事業名 
これまでの経過 

（前年度までの取組） 
今後の見通し・計画 

(1) 子ども読書活動推

進計画策定 

○19 年度 

 作成に向けての前準備を行っ

た。 

○平成 21 年 10 月 

 計画発効 

(2) 全市図書館システ

ムの整備 

○図書委員会において、学校図書

館と市民図書館間の情報を共有

化 

○図書館協議会の答申を踏まえ、

最適な図書館システムを構築す

る。 

(3) 学校図書館支援体

制の整備 

○14 年度以降 

学校連絡便運行開始（２小学校

で試行） 

○17 年度以降 

全小学校運行開始 

○学校団体貸出の実施 

○児童カウンターでの相談業務 

○学校連絡便及び団体貸出、相談

業務等を継続する。 

(4) 小中学校での図書

館利用ガイダンスの

実施 

○図書館見学、体験学習、総合学

習等での小中学校児童生徒の来

館 

○積極的に学校に出かけ、市民図

書館の利用方法等のＰＲを行

う。 

 



 - 54 - 

３ 20 年度の施策の実施結果・業績指標 

事業名 実施結果・業績指標 

(1) 子ども読書活動推

進計画策定 

○作成連絡会 

 全体会及び分科会をそれぞれ３回実施した。 

○アンケートの実施 

 児童生徒 10 月調査（全員） 

 ５歳児  ２月の小学校入学説明会で実施 

 ０歳児及び３歳児 ２月及び３月の乳幼児健診会場で実施  

(2) 全市図書館システ

ムの整備 

○図書委員会（年３回）を読書推進のため、学校教育課と共同で実施

した。 

○学校図書館と市民図書館の情報の共有化 

○総合学習及び調べ学習の年間計画調査 

○学校図書館と市民図書館間の相互貸借の可能性の検討 

○図書館協議会において、学校図書館と市民図書館との連携の在り方

について協議 

(3) 学校図書館支援体

制の整備 

○20 年９月 

 中学校学校連絡便の運行開始（市内全小中学校で学校連絡便運行）

○20 年５月、６月 

 学校ボランティア向け講座の開催 

○20 年７月 

 図書委員会において読み聞かせの実演を行う。 

(4) 小中学校での図書

館利用ガイダンスの

実施 

○図書館から学校に出向いてのガイダンスの実施について検討を行っ

た。 

○学校におけるボランティア研修会の実施（１校） 

４ 成果と評価 

○子ども読書活動推進計画作成の着手、中学校学校連絡便の運行開始、学校図書館と市民図書

館との連携の在り方についての図書館協議会への諮問等、子どもの読書環境づくり推進の取

組がより活発になった。 

５ 今後の課題・取組の方向 

○平成 21 年 10 月完成予定の春日市子ども読書活動推進計画を踏まえ、子どもの読書活動の推

進を関係所管と連携して積極的に行う。 

また、読書活動の推進に欠かせない市民ボランティアとの協働をさらに推進し、子どもの読

書活動を多面的に支援する。 
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資料   

 

平成 20 年度春日市教育委員会の活動状況 

 

１ 教育委員会の委員構成 

 平成 21 年３月 31 日現在 

職名 氏名 任期 備考 

委員長 長濵 智基 
平成 13 年６月 29 日～平成 17 年６月 28 日 

平成 17 年６月 29 日～平成 21 年６月 28 日 
２期目

職務代理者 五十川 美智子 
平成 13 年６月 29 日～平成 17 年６月 28 日 

平成 17 年６月 29 日～平成 21 年６月 28 日 
２期目

委員 野 博 
平成 14 年 12 月 21 日～平成 18 年 12 月 20 日 

平成 18 年 12 月 21 日～平成 22 年 12 月 20 日 
２期目

委員 田 典子 平成 17 年 12 月 23 日～平成 21 年 12 月 22 日 １期目

教育長 山本 直俊 平成 17 年 ４月１日～平成 21 年３月 31 日 １期目

 

２ 教育委員会の会議の開催状況 

(1) 開催回数 

 ア 定例会 12 回（原則として毎月最終水曜日） 

 イ 臨時会 １ 回（随時） 

 

(2) 教育委員会付議議案 

開催番号 月日 
議案 

番号 
議案名 

議決 

結果 

第１号 春日市生涯学習推進のための学校開放に関

する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 

可決 第 1回(定例) ４月 30 日 

第２号 平成 20 年度教育費補正予算について（６月

補正） 

可決 

第２回(定例) ５月 22 日 第３号 春日市スポーツセンター条例の制定につい

て 

可決 

第３回(定例) ６月 24 日 － （報告事項のみ）  

第４回(定例) ７月 30 日 第４号 春日市のぼり窯体験広場使用料条例の一部

を改正する条例の制定について 

可決 


